
健康増進課、医療対策課（地域医療係・感染症予防
係）、スポーツ健康課、国保医療課

健康、医療に特化することで、市民の健康寿命の延
伸を図るとともに、「国保医療課」を所管し、医療
費の適正化に向けた取り組みを推進します。

生活福祉課、地域福祉課、介護保険課、こども未来
課、保育・幼稚園課

現行の福祉部の業務に加え、子育て支援に関する業
務を所管することで、多様な福祉ニーズに対し、重
層的な支援体制を整えます。

防災危機管理課（防災計画係、防災事業係）

多様化・激甚化する災害・危機事象に、より迅速か
つ的確に対応できる体制を構築するため、防災・危
機管理に特化した部署を設置します。

政策課、未来共創課、秘書課、シティプロモーショ
ン推進課、移住推進課、観光振興課

シティプロモーション部門との連携による移住促進、
交流人口の拡大に向けた施策の推進体制を強化する
ため、「移住推進課」と「観光振興課」を企画部へ
移管します。

総務課、職員厚生課、情報システム課

健康増進部

こども・福祉部

市長直轄組織

企画部

総務部

こども未来課、保育・幼稚園課、健康医
療推進課、スポーツ健康課

こども健康部

生活福祉課、地域福祉課、介護保険課、
国保医療課

福祉部

総務課、職員厚生課、ICT推進課

総務部

政策企画課、未来共創課、秘書課、シテ
ィプロモーション推進課、危機管理課

経営戦略部

持続可能な市政運営の確保・市民サービスの向上を図るため、市役所の組織の見直しを行いました。
※主な変更箇所を示しており、組織全体を掲載したものではありません。変更箇所は赤字で記載しています

４月１日から
市役所の組織が
変わります。
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くらし安心課（くらし支援係、生活相談係、交通防
犯係）、市民協働推進課（協働推進係、国際交流係）、
市民課、人権共生課（人権啓発係、人権対策係、男
女共同参画係）

「くらし安心課」に改称し、防犯や交通安全など市
民生活の安全安心に関する業務も所管します。「国
際交流係」を移管することで、多文化共生を推進し、
協働によるまちづくりに一層取り組みます。「人権
共生課」に改称し、男女共同参画業務も所管するこ
とにより、人権部門との連携を図ります。

環境政策課、衛生課、衛生施設課、下水道業務課、
下水道工務課、水道業務課、水道工務課、河川水路
課（河川水路係）

環境部と建設部にまたがっている河川に関する業務
を集約します。

産業振興課、農水振興課、林業振興課、農林土木課、
農業基盤整備課、国土調査課

産業全体を俯瞰的に見渡す視点を確保し、産業分野
の連携を推進することで、地域資源の有効活用と付
加価値創出を図るため、「産業経済部」と「農林水
産部」を統合します。

建設道路課、港湾課、都市計画課、建築課（建築審
査係、開発審査係、建築整備係）、用地課、管財住宅課、
技術管理課

「技術管理室」を「技術管理課」とし、工事検査業
務も所管します。

総務市民課（総務係、税務係、市民生活係、丹原サ
ービスセンター係、小松サービスセンター係）、福
祉課（こども・福祉係、国保医療係）、環境課、農
林振興課（農林振興係）、建設課（建設管理係）

事務の効率化、専門性を高めるため、西部支所を再
編します。

市民生活部

環境部

産業部

建設部

西部支所

総務管理課、市民福祉課、環境課、農林
建設課

西部支所

建設道路課、港湾河川課、都市計画課、
建築審査課、用地課、施設管理課、技術
管理室

建設部

環境政策課、衛生課、衛生施設課、下水
道業務課、下水道工務課、水道業務課、
水道工務課

環境部

くらし支援課、移住推進課、市民協働推
進課、市民課、人権擁護課

市民生活部

産業振興課、観光振興課

産業経済部

農水振興課、林業振興課、農林土木課、
農業基盤整備課、国土調査課

農林水産部
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